
                                                  令 和 ２ 年 ３ 月 ２ 日 

大阪狭山市立狭山中学校 

生 徒 指 導 部 

 

臨時休業中の過ごし方について 

 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止と安全確保のため学校が長期の臨時休校となりました。 

 この後、どのように状況が変わるかは分かりませんが、このままの状態が続けば今日が各

学年の最後の登校日になり、休み明けには１年生が２年生に、２年生が３年生に進級します。

２年生は「最上級生になり、狭山中を引っ張っていくんだ。」、１年生は「新入生が入学し

て、先輩になるんだ。」という心構えができるような過ごし方をして欲しいと思います。 

 外に出て遊びたくなる気持ちは分かりますが、今は何のために学校が休みになっているの

かを各自がしっかり考えてください。外に出ると必ず感染のリスクが高まります。 

さまざまな誘惑に負けることなく、しっかり計画を立て、自宅での自学自習にしっかり取

り組みましょう。下記の点には、十分注意してください。 

 

                    臨時休業中の重点目標 

 

        狭山中生として自覚と誇りをもった行動をしよう 

 

        ・基本的に出かけない。 
・計画を立て規則正しい生活をする。 

        ・家族や地域の一員としての自覚をもった生活をする。 

        ・しっかり学習し、新学年の学習にそなえる。 

        ・健康増進につとめ、安全な生活をする。 

                                       

                          中学生が巻き込まれやすい行為 

  (1)喫煙  (2)万引き（窃盗） (3)単車・自転車盗  (4)シンナー 薬物吸引 

  (5)けんか (6)恐喝    (7)単車（原付）等無免許運転    (8)無断外泊 

  (9)深夜徘徊  (10)ネットのブログやスマホ（LINE）等に関わるトラブル 等 
 
 
 

 

◆自分自身や家族の方に特に変わったことがあれば、すぐに学校へ連絡してください。 

               狭山中学校    ＴＥＬ   ３６５－００７１ 

 

◆事件や事故に巻き込まれたり、不審な人物・出来事に出会った場合は、黒山警察 

 もしくは、１１０番に連絡してください。 

               黒山警察署    ＴＥＬ   ３６２－１２３４ 



その他 

① 友達の家での宿泊は、原則として認めていません。（やむを得ず泊まる場合は、互い 

の保護者どうしで連絡をとり必ず許可を得てください。） 

②  生徒だけの旅行や繁華街への遠出、ゲームセンター等への出入りは危険なことに巻

き込まれやすくなる上、コロナウイルスに感染するリスクが高くなるのでやめまし

ょう。 

③ 無用の夜間の外出はしないこと。（大阪府青少年健全育成条例で補導の対象となりま 

す。保護者の方にも大変な迷惑をかけます。） 

④ 有害玩具や有害器具（エアガン・ナイフなど）を所持することは禁止されています。 

⑤ 痴漢や変質者による被害が昼夜を問わず起きています。特に、夜遅く一人で出歩いた 

りすることのないようにしましょう。もし、身の危険を感じるようなことが起きた場 

合は、すぐに近くの人や家に助けを求めるようにしましょう。 

⑥ 携帯電話・スマートフォン、パソコンなどでのメールやLINEその他のデー 
タ通信等でのトラブルが増加しています。利用する場合は、保護者の適切 
な管理の下で行いましょう。 
 

 
各種相談窓口 
○『すこやか教育相談２４』 
０１２０－０―７８３１０（※平成 28年 4月 1日より番号が変更されています。） 

＊２４時間対応の電話相談窓口です。（ＩＰ電話からはかかりません。） 

 

○大阪府教育センター『すこやか教育相談』 
すこやかホットライン（子どもからの相談） ０６－６６０７－７３６１   

Ｅメール：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

さわやかホットライン（保護者からの相談） ０６－６６０７－７３６２   

Ｅメール：sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp 

しなやかホットライン（教職員からの相談） ０６－６６０７－７３６３   

Ｅメール：sinayaka@edu.osaka-c.ed.jp 

＊電話相談 午前９時３０分～午後５時３０分 月～金曜日（祝日・休日・年末年始は除く） 

＊Ｅメール相談 ２４時間受付（回答は後日）  

＊ＦＡＸ相談 ０６－６６０７－９８２６ 

 

○被害者救済システム『子ども家庭相談室』 
フリーダイヤル ０１２０－９２８－７０４（18歳未満のみの対応）  

０６－４３９４－８７５４（保護者からの相談も対応） 

 ＊大阪府教育委員会が運用する権利擁護機関による相談窓口です。 

＊午前１０時～午後８時  月・火・木曜日（祝日・休日は除く） 

 

○児童相談所全国共通ダイヤル 
    １８９  ※児童虐待に関する通告や子育ての悩み等の相談窓口です。 

 

○『ＬＩＮＥ相談』（毎週月曜日（１月７日（火）も実施します） 
 ＊小学生・中学生・高校生対象のＬＩＮＥを活用した相談システムです。 

＊令和２年１月６日（月）からは午後５時～午後９時 


